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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイオリアクター内で組み換え発現されたモノクローナル抗体のアフコシル化種（afuc
osylated species）を減少させるための方法であって、以下、
　バイオリアクター内でモノクローナル抗体を発現する組み換え細胞を培養し、
　培養の１日目、２日目、３日目、又は４日目に開始し、かつ培養の終了まで隔日で継続
して、前記細胞によって発現されたモノクローナル抗体のアフコシル化種が減少するよう
に、培養物に約０.５ g/L～約５ g/Lのフコースを注入すること、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記モノクローナル抗体が、腫瘍壊死因子（TNF）アルファに特異的に結合する、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記組み換え細胞が、哺乳動物細胞、チャイニーズハムスター卵巣細胞、HEK２９３細
胞、又はSp２/０細胞を含む、請求項１から２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法が、培養物に約１ g/L～約５ g/L、４ g/L、３ g/L、２ g/L、のフコースを注
入することを含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法が、培養物に約２ g/L～約４ g/Lのフコースを注入することを含む、請求項１
から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記フコースが、ボーラス（bolus）で注入される、請求項１から５のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項７】
　前記培養が連続供給培養（continuous-feed culture）であって、培養の２日目、３日
目、又は４日目に開始し、かつ培養の終了まで毎日継続して、２４時間の期間にわたって
連続して、培養物に供給培地がさらに注入される、請求項１から６のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項８】
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　前記培養が延長供給培養（extended-feed culture）であって、培養の２日目、３日目
、又は４日目に開始し、かつ培養の終了まで毎日継続して、約１８時間～約２０時間の期
間にわたって連続して、培養物に供給培地がさらに注入される、請求項１から６のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記アフコシル化種が、G０グリカン、G１aグリカン、G１bグリカン、G２グリカン、Ma
n ３グリカン、Man ４グリカン、Man ５グリカン、Man ６グリカン、Man ７グリカン、Ma
n ８グリカン、又はMan ９グリカンを含む、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記アフコシル化種が、G０グリカンを含む、請求項１から９のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記モノクローナル抗体のアフコシル化種が、前記細胞によって発現されたモノクロー
ナル抗体の総量の約１０%以下に減少する、請求項１から１０のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記モノクローナル抗体のアフコシル化種が、前記細胞によって発現されたモノクロー
ナル抗体の総量の約２%～約１０%に減少する、請求項１から１１のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記モノクローナル抗体のアフコシル化種が、前記細胞によって発現されたモノクロー
ナル抗体の総量の約６%以下に減少する、請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記モノクローナル抗体のアフコシル化種が、前記細胞によって発現されたモノクロー
ナル抗体の総量の約２%～約６%に減少する、請求項１から１３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記方法が、少なくとも１２日間バイオリアクター内でモノクローナル抗体を発現する
組み換え細胞を培養することを含む、請求項１から１４のいずれか一項に記載の方法。
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